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オー ス トリ アの 歴 史 学 で は,マ リ ア ・テ レジ アユ)とヨー セ ブ2世2)の 時代 を改

革,フ ラ ン ツ(Franz,在 位,1792-1835)3)と フ ェ ルデ ィナ ン ト(Ferdinand.

在 位,1835-1848)4)の 時 代 を反 動,1848年 に至 っ て革 命,と して い る5)。

マ リ ア ・テ レ ジア とそ の長 子 ヨ ーゼ フニ 世 は,啓 蒙 的絶 対 主 義 の 立 場 か ら,そ

の 重 商 主 義 政 策6)を 押 し進 め た7)。 次 代 の レオ ポ ル トニ 世8)の 短 い 治 世 も,ヨ ー

1)Maria=Theresia(1717-1780)

2)Joseph2.(1741-1790)

3)Franz2.(1768-1835.神 聖 ロ ー マ 帝 国 最 後 の 皇 帝 。1806年 以 来,フ ラ ン ツ1

世 と して,オ ー ス ト リ ア皇 帝 。)

4)Ferdinand1.(1793-1875)

5)VgLErichZ611ner,Geschichteδsterreichs.VonAnfdingenbisgurGegenwart.5.

vermehrteAu乱,Wien.

6)拙 稿 「ハ プ ス ブ ル ク 帝 国 と重 商 主 義 マ リ ア ・テ レ ジ ア と ヨー ゼ フ2世 の 経

済 政 策 」(『 三 田 学 会 雑 誌 』71巻5号,1979年10月)。 本 稿 は,こ の 続 き で あ る 。

7)GustavOtruba,既irtschaftsi)olitikMariaTheresiasund∫osei》hs2.Urien.

8)Leopold2.(1747-1792)

〔1〕



2商 学 討 J究 第50巻 第1号

ゼフニ世の啓蒙的政策9)のすべてが撤回されたわけではなかったので,啓 蒙的絶

対主義の時代であった。このためハプスブルク帝国は一八世紀後半から,近 代的

な経済の変化が行われた。ヨーゼフニ世の啓蒙主義的政治 ・経済政策は,封 建諸

侯と教会の反抗,同 帝の死(1790年),フ ランス革命の勃発 によって,フ ランツ

皇帝の時代には阻止され,近 代的農村作 りも挫折 した。マ リア ・テレジアの時代

に,オ ース トリア帝国は,厳 格で中世的外観の君主政体をとっていた。 ヨーゼフ

ニ世には男子がいなかったが,レ オポル トニ世は子沢山であって,三 人の男子が

いた。弟二人は有能で,1人 はヨハ ン大公(1782-1859),1人 はカール大公(1791

-1847)で あり,ナ ポレオンと対決したそのカール大公は英雄となった。だが,

ハプスブルクの長子相続制に従って,凡 庸の兄フランツが皇帝になった。フラン

ツの即位(1792年)を 境に,オ ース トリア ・ハプスブルク帝国は転換を迎え,そ

れ以降1848年 の三月革命までの半世紀余 りを,オ ース トリアの非啓蒙的絶対主義

の時代 と言うことができる。そしてこのフランッとフェルディナントの2人 の皇

帝の時代は,1848年 革命で覆える。

1848年 のオース トリア革命は市民革命 としては失敗 したが,最 も重要な成

果 ・変革があった。それは,農 奴解放であった。1848年9月7日 の法律である。

農民解放によって産業革命の本格化の条件がでてきた。これにより帝国中で産

業が発達 した。

こうしてフランツお よびフェルディナン トの時代 は,以 上2つ の時代の間の

時期である。
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9)こ の ヨゼ フィニ スム スは,3月 革命 後復 活 し,1860年 代 まで,帝 国官 僚 の指導 的

イデ オロギ ーで あっ た。
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ハプスブルク対 フランス

ハプスブルク帝国は1800年 に,ヨ ーロッパの人口の七分の一を擁する大国で

あった。 この国は依然 として農業国であった。このころオース トリアは,1万

人以上の都市の人口が全人口(1789年 に3100万 人)の4.4%で あって,ハ ンガリー

ではその比率はもっと低かった。農産物はほとんど輸出されなかった。この時

代 の最重要産業は農業であった。おおむね一八世紀まで三圃制農業10)が支配

的であった。休耕地にはクローバーや飼料植物が植えられた。アルプス地方で

は,穀 物 と牧草を交代に栽培する,い わゆる穀草式であった。 しか し,19世 紀

に入ると三圃制は少なくなった。オース トリアの総土地のうち,37%が 農業,

32%が 森,14%が 牧畜,1%が ぶどう酒業であった。食糧は大体 自国でまかな

えた。農産物の商品流通 については,羊 毛やワインを除くと,ほ とんど輸出さ

れなかった。農業技術は,大 いに進歩 した。だが,そ れに貢献 したのが,領 主

Grundherrや 農民(=農 奴)で はな く,荘 園 と国家の役人であった。鋤が改

善 され,大 鎌の代わりに半月鎌が用い られるようになった。ところで村落には

失業が広まってお り,一 方で農民は酷 く働いた。帝国は,ル スティカル ・ラン

ト(帝 国の土地)と ドミニカル ・ラン ト(貴 族の土地)に 分かれていた。多 く

は,グ ルントヘルシャフト(古 典荘園制)で あった。

ヨーゼフ2世 を例外 として,オ ース トリア人は,思 想やイデオロギーが嫌い

で,新 思想 を受け入れなかった。人々の思想はカ トリシズムであ り,王(=帝)

権神授説であった。つ まり神が皇帝を我々に与 え,君 主は国を幸福にするだろ

うと信 じていた。実際 この国の皇帝は神聖ローマ帝国皇帝であった。

オース トリア人は,政 治に無関心で受動的であ り,ウ ィーン市民は権利 ・主

張 をせず,生 活を享楽 した。フランス革命の勃発 も当時オース トリアを混乱さ

せなかった。彼 らは暴動や騒乱を好 まず,革 命 を恐怖の目で見た。マリー ・ア

10)ヨ ー ロ ッパ 中世 で,8か ら13世 紀 に成 立 した。 耕地 を3つ に分 け,

とし,他 はそ れぞ れ,春 蒔 き,秋 蒔 きの耕 地 とし,毎 年 交替 した。

1つ を休耕地
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ン トワネット(フ ランス王妃,か つてオース トリア皇女であった。)11)がギロ

チンの露 と消えた1793年 に,フ ランス革命に対するウィーン市民の怒 りは燃え

上がった。これが反動の時代の始ま りであった。革命のパ リに反革命のウィー

ンが対立する。ブルジョア革命対正統主義(=君 主主義)の 対立が現れた。ウ

ィーン市民の間に亀裂が生 まれ,こ れが次第に深 く広 くなっていった。「それ

は同時に階級闘争の曙であ り,貴 族 とブルジョアの和気あいあいたる共存関係

は,こ のフランス革命の頂点において崩壊 しはじめるのである。」12)

1792年4月,革 命 フランスの立法議会はオース トリアに宣戦布告をした。1792

年8月10日 に,フ ランスの王権が停止 し,共 和国になった。1795年 にフランス

は再びオース トリア領ベルギーに侵入し,ベ ルギー領のオース トリア軍 と戦っ

た。しか し停戦 し,和 平 をした。

こうしてハプスブルク帝国の政策は挙げて一切 をフランス革命の二の舞いの

防止においた。この政策は3月 革命(1848年)ま で続いたのである。この時代

はまた,経 済的には依然 として重商主義=カ メラリズムの時代であ り,ほ とん

どマリア ・テレジアとヨーセブニ世時代の経済的構造が基本的に貫徹 した。だ

がこれは同時に産業化時代への過渡期でもあった。ただ し,ヨ ーセブの寛容令

により,ユ ダヤ人は経済的に活躍でき,進 出した。

18世紀末か ら19世紀初頭にかけて,オ ース トリア社会はナポレオン(1769-

1821)13)戦 争によって震憾 した。 フランス革命の後,ナ ポレオンがヨーロッパ

に登場 した。彼は,革 命の輸出を考えたのだった。彼は世界共和国を望んだ。

奇妙なことは,そ れが武力で行われることだった。そ して共和制の輸出に対 し

て,国 際君主国が恐怖 したのである。

ナポレオンはヨーロッパを支配 しようとし,長いナポレオン戦争が行われた。

このころのハプスブルク皇帝がフランツニ世であった。ちなみに彼は,名 君で

11)MarieAntoinett(1755-1793)。 マ リ ア ・テ レ ジ ア の 息 女,ヨ ー セ ブ2世 の 妹 。

伝 記 ツ ヴ ァ イ ク 『マ リー ・ア ン トワ ネ ッ ト』 岩 波 文 庫 改 訳 上 下1980年 。

12)ブ リ ヨ ン 『ウ ィー ンは な や か な 日々 』 音 楽 の 友 社13ペ ー ジ 。

13)ナ ポ レオ ン(NapoleonBonaparte,1768ま た は9年8月15日 ～1821セ ン トヘ レ

ナ)。
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はなかった。フランス革命の継承者 を自称するナポレオンは,共 和国制度と民

主主義を,戦 争によってヨーロッパに広め ようとした。そのため,フ ランス以

外のヨーロッパ諸国王は,ナ ポレオンを恐れたのだった。

神聖ローマ帝国の滅亡

ナポレオンは,コ ルシカ島14)に生 まれ,フ ランス本土に留学 した。当時,

将校は貴族の独 占であった。1784年,彼 はパ リ士官学校に入る。そ して貧乏小

尉 になる。ヴォルテール,ル ソー,マ ブリー,レ ーナル,ユ スティニアヌス 『法

典』,モ ンテスキュなど,非 系統的に18世 紀啓蒙主義を読んだ。スタンダール

と議論 したこともある。彼はフランス革命 よりも,コ ルシカの革命に情熱をも

っていた。だがコルシカ独立の英雄パオリと対立 して,ボ ナパル ト家はコルシ

カ島を引 き上げた。1793年5月,ジ ャコバ ン=モ ンタニアールの独裁 となった。

この時代については文学ではユーゴーの 「93年」がある。 トゥーロンだけが反

革命軍の手にあ り,砲 兵第4連 隊大尉ナポレオンの部隊が,そ こを攻撃 した。

1894年 テルミドール反動で,ロ ベスピエールが処刑 され,ナ ポレオンも捕まっ

た。国民公会は危機にひん し,国 内最高司令官バラスは,ト ゥーロン攻撃の名

指揮官ナポレオ ンを副官に採用 した。彼はヴァンデミエールの反乱 を鎮圧 し,

1794年,国 内最高司令官になった。彼の軍事戦略は天才的だった。1795年 にフ

ランスは再びオース トリア領ベルギーに侵入 し,ベ ルギー領のオース トリア軍

と戦った。しか し停戦した。だが,フ ランスの王権廃止後,11月 にジェマップ

の闘いでオース トリア軍を破った。

1796年 にイタリア遠征軍司令官になったナポレオンは,同 年オース トリア攻

撃三軍の一つを司令 し,イ タリア ・オース トリア連合軍をうち破 った。またパ

ルマ公国に進軍 し,ロ ディの戦いで大勝 し,1796年5月 にミラノに入城 した。

6月 に,マ ントヴァを攻撃 した。1797年 にはイタリア北部からオース トリアに

14)コ ル シカ につ い て は,文 学で は,そ こを舞 台 に したメ リメの 「マ テ オ ・フ ァル コ

ネ」 が あ る。か つ て,ル ソーは 「コル シカ憲法 草案」 を書い てい る。
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進撃 し,4月 にレオーベ ンで休戦協定をえ,10月 にカンポフォルミオ条約によ

って,フ ランスはロンバルディアを占領した。 こうしてナポレオンはイタリア

に,フ ランスの衛星共和国を建設 した。ロンバルディアを トランスパダナ共和

国,モ デナ公国と法王領北部をチスパダナ共和国,も とジェノワの リグリア共

和国をチルピナ共和国として作 った。第1次 対仏同盟戦争の時代(1793～7年)

であった。この時代 に,オ ース トリアは,ベ ルギーおよびイタリアのロンバル

ディア地方を失った。

1799年11月9日(ブ リュメール18日)の クーデタによって,第 一執政 となっ

たナポレオンは,そ の後オース トリアに奪還されたイタリアを奪 うべ く,1800

年にオース トリアに対 し開戦する。この第二次対仏同盟戦争の時代(1799～1802

年)に は,オ ース トリアは,奪 回 した北イタリアが再び奪われた。

ナポレオンは1804年 に皇帝 となった。この年,ナ ポレオンは,同 盟国バイエ

ルンに侵入 したオース トリア軍をウルで撃った。その後,ミ ュンヘン,リ ンツ

からウィーンへ向い,入 城す る。12月2日,彼 はオース トリア ・ロシア連合軍

をアウステルリッツの会戦で破 った。プレスブルグの講和条約により,オ ース

トリアは,ヴ ェニス,イ ス トリア,ダ ルマチアを割譲し,人 口の七分の一,国

庫収入の六分の一,五 千万フランを失った。第三次対仏同盟戦争の時代(1805

年)で あった。オース トリアは,ア ウステルリッツの敗北後,よ うや く回復期

に入った。

1806年 に,バ イエルン以下16の ドイツ領邦がライン同盟を結成し,ナ ポレオ

ンを保護者に戴いたので,さ しもの神聖ローマ帝国もここに滅亡した。 こうし

てハプスブルクは負けて,神 聖ローマ帝国皇帝の位 を失った。1806年 以来,フ

ランツニ世はその帝位を退 き,フ ランツー世 として,単 にオース トリア皇帝と

名乗るばか りであった。

イタリアはフランスの手に落ちた。ナポ レオンの軍隊は強かった。それは彼

の秀でた戦術によるし,闘 争精神を鼓舞する彼のうまさにもあったが,根 本的

にはフランスの小土地所有農民が新 しいフランスの政治体制に利益を持ち.そ

れを守ろうとしたからであった。



オ ース トリア ・ハ プ スブ ル ク帝 国の非 啓 蒙的絶 対 主義 の経済 政策 7

第 五 次 対 仏 同盟 の 時 代(1809年)に ワ グ ラ ム の 戦 い で,オ ー ス トリ ア は敗 れ,

ナ ポ レオ ン は ウ ィ ー ンに 入 城 す る 。 シ ェ ー ンブ ル ンの和 約 で,オ ー ス トリ ア は

イ タ リア 地 方 と8500万 フ ラ ンの賠 償 金 を 失 っ た 。 こ う して ナ ポ レオ ンは,ド イ

ツ,ロ シア の 一 部,イ タ リア の 一 部,ス ペ イ ン な どを 占 領 し,ハ プ ス ブ ル ク を

敗 北 させ た 。

だ が1812年 の モ ス ク ワ遠 征 の 失 敗 に よ っ て,ナ ポ レ オ ン帝 国 は 瓦 解 し始 め る 。

ク トゥー ゾ フ将 軍 に打 撃 を受 け,ナ ポ レオ ン軍 は退 却 す る。 そ の 間,諸 国 民 の

解 放 戦 争 が始 ま っ た 。 そ の 後,反 ナ ポ レオ ン連 合 国 は ナ ポ レ オ ン と戦 い,1813

年 に オ ー ス トリ ア は フ ラ ンス に宣 戦 す る。1814年 に ナ ポ レ オ ン は退 位 し,1814

年 と15年 に,か の ウ ィー ン会 議 が 開 か れ,ナ ポ レオ ン戦 争 の 時 代 は 終 りを告 げ

る の だ っ た 。 チ ロ ル で は ア ン ド レア ス ・ホ ー フ ァー エ5)の対 ナ ポ レオ ン の 闘 い

が な さ れ た 。

ウィーン会議

イギ リス,ド イ ツ,オ ー ス トリ ア,ロ シ ア,こ れ らの 王 国 の反 ナ ポ レ オ ン勢

力 を政 治 的 に指 導 した の が,メ ッテ ル ニ ヒ(Metternich,1773-1859)で あ っ

た 。 彼 は,オ ー ス トリア の 外 務 大 臣 で あ っ た 。 ドイ ツ生 まれ で,若 い 頃 フ ラ ン

ス 大 使 を務 め,国 際 情 勢 に明 る か っ た。 彼 は,ロ シ ア とナ ポ レオ ンの フ ラ ンス

の 問 に た っ て,ハ プ ス ブ ル ク の勢 力 温 存 を は か っ た。 そ して 彼 は,完 全 な反 ナ

ポ レ オ ン主 義 で は な か っ た 。 英 雄 ナ ポ レオ ン を敬 愛 して い た し,フ ラ ンス 革 命

よ りも ナ ポ レ オ ン の 方 が ず っ と よい と考 え た 。

ヨー ロ ッパ の 諸 国 王 は,戦 後 処 理 を決 定 し よ う と した 。 そ れ を ウ ィー ン会 議

(1814-15)で 決 め た の で あ る。 ナ ポ レオ ン敗 北 後 の ウ ィー ン会 議 で 活 躍 した

の が,ま た メ ッ テ ル ニ ヒで あ る。 メ ッ テ ル ニ ヒ は ヨー ロ ッパ 政 治 の勢 力 均 衡 を

理 想 と した 。 そ して もち ろ ん革 命 を嫌 っ た 。 会 議 に集 ま った 君 主 た ち は,正 統

15)AndreasHofer,1767-1810.リ ケ ッ ト 『オ ー ス トリ ア の 歴 史 』 成 文 社 第2刷 。
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主義を唱えた。正統主義とは君主主義のことである。 ヨーロッパではまだ王権

神授説を持っていた。ウィーン会議にょって,欧 州はほぼ,フ ランス革命 とナ

ポ レオン時代以前の領土を回復 した。ハプスブルクは,再 び北イタリアを領有

するととができた。ウィー ン会議といっても名ばか りであって,会 議体をなし

ていたのではなかった。ウィーンで,国 王や大臣や外交官がそれぞれ各個独 自

に協定をしあった。だから,な かなか戦後処理は決 まらなかった。「会議は踊る,

されど会議は決まらず」,と 言われるが,毎 晩行われる舞踏会の合 間に,政 治

的交渉や,か け引 きがおこなわれたのである。それは五強国による領土の分 ど

りが重要な任務であった。

ドイツは従来200近 い国に分かれていたが,会 議以後40程 度に整理 された。

メッテルニヒはハプスブルクの外交を有利にもっていった。そして後1821年 に,

オース トリア宰相 となるのである。 ウィーン16)会議は,フ ランツ皇帝の生涯

の画期でもある。

ブルジョア階級の出現

企業家について一つの皮肉な現象が発生 した。マ リア ・テレジアとヨーゼフ

ニ世の意図は帝国の統一 と中央集権化にあった し,上 からの産業育成政策によ

って貴族の資本家化が行われたのであった。彼 らの重商主義政策によって工場

の設立が促 されたが,ほ とんどの工場は貴族 によって起 こされ,特 にベーメン

(=ボ ヘミア)に 集中した。一八世紀の末には,主 に繊維業 ・ガラス業 ・鉱山

業で工場数が増大 してきた。フォアアールベルグは繊維業が盛んであった。ガ

リチアとブコーヴィナは,1772-75年 に帝国に併合 された。

ところが一九世紀 となると,上 か らの産業育成政策が進め られな くなった。

16)ウ ィー ン。一 九世 紀 中ば まで,ウ ィー ンは,城 壁 に 囲 まれ,都 の周 囲 は堀 で め ぐ

らされ,城 門があ っ たの であ る。 ウ ィー ンは ドナ ウ川沿 い にあ り,ド ナ ウ は よ く

氾濫 したか らで あ る。 ウ ィー ンの 人口 は,近 郊 をふ くめて,1796年 に23万5千,

1810年 に22万5千,19c.中 ご ろ43万 であ った。(VgLZ611ner.)ウ ィー ンの 人 口

は マ リア ・テ レジア の治世 に,8万8千 人か ら17万5千 人 に増加 した。
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政府の経済への作用=影 響がだんだん少な くなったのである。そこで企業設立

の担い手は,徐 々に貴族か ら非貴族へ と移っていった。ブルジョア的企業家が

増大 してきた。伝統的な貴族の経営者ではな くなった。オース トリアにとって

重要な事実であるが,こ のブルジョアジーの由来がまた興味 をひくものである。

オース トリアでは荘園管理人から資本家になる例が多かった と,ブ ルーサ ッテ

ィ(AloisBrusatti)は 述べている。

18世紀の終 りにオース トリアの自然条件 と社会的歴史的条件は,帝 国の経済

が成長す るには都合がよくなかった。経済の発展の水準は,帝 国の主要産業部

門では,西 ヨーロッパに くらべて極端 に後進的であった。ドイツに比べてもオー

ス トリアの体制は企業家に不利であった。 また官僚が実権を握っていた。工業

化を始める条件,す なわち資本 ・企業精神 ・専門労働者は確かにあった。また

ウィーン盆地 とアルプス地方が伝統的な手工業の中心地であって,ア ルプス地

方の森林業,ベ ーメン(ボ ヘ ミア)・ メーレン(モ ラビア)の 鉱山は,好 い条

件があった。 しかし工業のための資源は,新 しい技術によって急速に経済を成

長させるのに不都合であった。特 にハ ンガリーがそうであった。帝国の弱点は,

石炭,特 にコークス用石炭の埋蔵量が不足 していたことであり,そのエネルギー

は木 と水であった。

ついで,帝 国の発展 した地域でも商業活動が低 く,市場の発達が遅れていた。

18世紀の終 りにオース トリアの商業 ・金融 には,外 国の資本 と企業が大いに入

り込んでいて,ド イツ人,ス イス人,イ タリア人,ギ リシャ人が,内 外の商業

で著 しく活躍 していた。帝国はヨーロッパの商業に余 り参加 していなかったし,

輸送水準 も低かった。 ドナウ川は雨期にはいつも氾濫 した。

生産は工場制手工業よりも手工業が支配的であり,ド イツに比較 しても,低

賃金で高利子であった。冶金生産でも西欧に劣 っていた。オース トリアの工場

は軍隊や金持ちのために生産 した。

以上の状態は,帝 国の意識的な政治 ・経済政策の結果でもあった。帝国は資

源の開発や大規模な輸入を行わなかったし,行 なえなかった。 というのは帝国

の政治 目標 は,帝 国の維持保全 と,ヨ ーロッパの権力政治の中で帝国を主人公
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にしてお くことであったからである。実はこの政治 目標 はます ます実現 しなく

なってゆ くのであった。帝国つ まり君主制 を維持する主勢力は,貴 族,教 会(=

カ トリック),軍 隊 官僚であって,彼 らは資本主義化 とその急速な工業化が

自分たちを危険にすると考えた。

帝国は,ト ランス ・ライタニエ ン(ハ ンガリー側)17)の低生活 ・低生産水準

を有利だと見た。安い食料品と原料品をチス ・ライタニエン(オ ース トリア側)

に確保できるか らである。この体制を温存するためにハ ンガリーの封建勢力 と

の同盟が必要となった。一方,オ ース トリアの ドイツ人系有産階級あるいは有

力ブルジョアジーは,帝 国の維持 と政治的安定を最上位におき,ま た議会主義

と自由貿易 に反対 し,保 護関税 に賛成 した。

民間部門の発展によってのみ,急 速で長期の経済成長が可能になるのであっ

たが,帝 国の民間部門はかなり遅れていた。そして競争市場 を欠いていたため,

生産力の配分が正常でな くなった。また技術,資 本,企 業家の流入 ・導入の点

で不利 となった。こうして帝国の政策は,初 めの目標に反 してオース トリアの

国際的孤立 をもた らす と同時に,工 業化 目的と一致 しなかったのである。

初期産業革命

ナポ レオン戦争(1796～1815年)に よって新 しい様相が生 まれた。 とくにイ

ギリスのロスチャイル ド商会は,ナ ポレオンや各国政府 ・王朝 に巨額の軍費を

貸 し付 けた。 ヨーロッパの貿易はちぐは ぐになった。商品 と労働力に対 して巨

大な軍事的需要が生 じ,物 資不足 とインフレーシ ョンとをひき起 こした。その

ためにこの時期 に,西 ・中欧諸国に初期産業革命が広がった。特 に機械利用の

大木綿工場が起 きた。ハプスブルク帝国にとっても,ナ ポレオン戦争は工場制

手工業を導入す る一因となった。ハプスブルク帝国内で機械が使用 された初め

は1787年 であるが,イ ギリスの,そ れも水力による紡績機であった。

17)ウ ィー ンとブ ダペ ス トの 問 に,ラ イタ川が 流 れてい て,ラ イ タ川 よ りもこち ら(チ

ス),あ ち ら(ト ラ ンス)と 呼 ん だ。
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19世紀前半では,自 営業者は家族 を除いて,1831年 に60万 人,1847年 に78万

人であった。工場資格は一万未満であった。工場 と営業の違いは,経 営の大き

さと形態にもあったが,さ しあた り権利の違いであった。

ハプスブルク帝国の最重要生産部門は繊維業であ り,総価値の45%を 占めた。

木綿製品産業は,端 緒的工業化の寵児であった。原綿の輸入は一九世紀第2・

四半期の問に7倍,そ の加工品は2倍 に増 えた。オース トリアの木綿生産は1800

年ごろにヨーロッパ大陸の中で顕著な地位を占め,1840年 に紡錘の数は ドイツ

関税同盟のそれを越えた。 ウィーン盆地(ポ ッテンドルフ)や 北ベーメン(=

北ボヘ ミア)の 多 くの工場 は,ヨ ーロッパで最大のものの一つに数えられた。

しか し太糸生産に片寄ったことと,1835～40年 の不況で,帝 国の木綿工業は

停滞 し,ヨ ーロッパ諸国の競争に負けて しまった。綿布業は1840年 後まで,確

実な家内工業で,農 民が副業として極めて安い工賃で働いていた。そのとき大

紡績業者は問屋の役割をした。1840年 に機i械の織機iが応用 されて,工 場(例 え

ば,ウ ィーン,シ ュヴァー ドルフ,ク ラインミュンヘン,北 ボヘ ミァ)に 生産

物が集積された。安価な生産物を作る綿布工場が設立されて,家 内工業は衝撃

を受け,こ うして工業時代 に初めて社会的騒乱が,工 場労働者でなく家内労働

者によって起 こされた。 シュレジエンの例であるが,こ の事件 をハウプ トマン

(G.Hauptmann)は,『 織 り工』(DieWeber)で 描いたのだった。

羊毛品の生産は木綿工業 よりも大規模であった。オース トリアは1840年 まで

世界で最大の羊毛生産地であって,帝国の全輸出額の五分の一が羊毛であった。

牧羊は特に重商主義者の寵児であって,そ のため広範な織布業が発生 した。1830

年後 まで布や他の羊毛品は商業的に生産され,ま たこれを工場が行うようにな

った。しか し布を織 り毛を刈 る職人の数は減少 した。1831年に1万1千 人,1840

年に8千3百 人,1847年 に6千4百 人であった。 これと同時にその工場数は急

速に増大した。 とりわけベーメン(=ボ ヘ ミア)や メーレン(=モ ラヴィア)

であった。ベーメンは羊毛生産の中心にな り,羊 毛品生産物価額の45%を 占め

た。ブリュンにあったある企業は,1000人 を雇い,ヨ ーロッパ大陸で最大の一

つ となった。
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亜麻布(=リ ンネル)産 業は,北 ベーメンとシュレジエン,後 にガリチエ ン

が中心 になった。絹工業は,ロ ンバルダイ ー ヴェネチア王国の特産で,中 心

地はヴェローナ,ブ レスチア,ベ ルガモ,コ モであった。オース トリア帝国は

そのため,ヨ ーロッパで原絹の最大生産地 となった。絹製品の生産はフランス

に次いだ。

ミラノ(帝 国内)と ウィー ンは,精 巧な品の40%を 生産した。ウィーンは,

他の奢嗜品,例 えば精巧な皮製品の中心でもあって,工 場が50で あった,だ が

最大の工場 は40人 しか雇っていなかった。

19世紀の前半は,寄 木細工のような近代工業の中心地は,農 家経済 ・職人経

済の中で成長した。農民や職人は,市 場向け生産の誘因が増大したが,制 度 と

技術の保守主義が強かった。自由放任の島々が前資本主義的伝統 と諸関係 とい

う大海に囲まれていた。

三月前期の主な経済的矛盾の一つは,か の厳密な保護主義的関税政策であっ

た。これは歴史的に継続 されていなければならなかったし,ま たオース トリア

工業の保護を目的としていた。 ところが逆に,こ れが工業上の速い成長と技術

革新を妨げた。 ドイツ関税同盟 との合併を準備 した1841～43年 の改革計画は,

メッテルニヒに支持されたが,こ れは主にウィーンとアルプス地方の産業的既

得権によって反対された。

初めのオース トリア鉄道は,私 企業によって,計 画され資本調達された。3

つの銀行家が宮廷 と結び付いて,会 社 を起こした。1825年3月,85万 フロリン

が大衆によって応募された。路線はモルダウ=ブ ルダヴァとドナウを結ぶもの

で,つ まり北海か ら黒海まで結ばれることになる。建設は初めの見積 りより時

間と費用が掛かった。グム ンデンまで延長するのは利益だと考えて,ロ ー トシ

ル トが加わった。帝国では,ブ ー トヴァイスーリンツ問鉄道は,長 距離軌道 と

しては,大 陸で初めての鉄道で,1832年 には130㎞,1836年 には200kmに 達 した。

オース トリアではじめての主要 な近代化 ・機械化の波は1830年 代にやってき

て,三 月革命直前まで続いた。 この時期の主要産業は繊維 と鉄であった。 とく

に木綿 と銑鉄が最 も重要であった。紡績は機械化され,30年 代終わりまでにニー
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ダー ・エステライヒの木綿紡績は実際すべて機械であった。ベーメン(=ボ ヘ

ミア)の 木綿工業の中心は北部であ り,ラ イヘンベルグの周 りであった。重要

な印刷企業 はプラハにあった。

イギリスで1769年 にワッ トが蒸気機関の特許を取っていたことを考えると,

ハプスブルク帝国での機械の利用 はきわめて遅い。1801年 にイギリス人ソー ン

トンが,ベ ーメンに機械化木綿紡績工場を設立 した。 この種の水力繊維工場は

1807年 までに,な お6ケ 所建てられた。紡績行程の機械化 につづ き,織 布行程

の機械化がはじまった り,ウ ィーン近郊でフィリプ ・ド・ギラールが,1816年

に亜麻布(リ ンネル)織 布工場 を設立 した18)。

三月革命前では,オ ース トリアで産業革命の端緒が形成されたと言える。工

業の中心は繊維業であった。地帯構造から言えば,帝 国の西方つまりハンガリー

ではない側が,主 な担い手であった。機械制工場が出現 したが,は じめは水力

であ り,蒸気機関はイギリスの技術 と技術者 に依存 し,イ ギリスか ら購入 した。

しか しその後オース トリア独自の生産が急速に可能になった。 とはいえ,蒸 気

機関の生産はイギリスに遅れること半世紀である。1810年 代に輸入 された蒸気

機関が,ゆ っ くりと普及し,40年 代 には最 も広汎になった。

ベーメン(=ボ ヘ ミァ),メ ー レン(=モ ラヴィア),ニ ーダー ・エステライ

ヒでは,紡 績 と先駆的機械への必要がお き,国 内の技術産業に刺激を与えた。

事実,大 陸で最大の紡糸工場の一つが,イ ギリスの機械工の経営によりウィー

ン近郊のポッテン ドルフにで きた。中央 ヨーロッパの相当数の活動的で前進的

な企業は,1820年 代の停滞期を生 きのびた。西ヨーロッパ よりもコス ト高であ

った繊維機械 も,諸 地方で設置 されつづけた。

紡績機はべーメンでは,ニ ーダー ・エステライヒより小 さかったが,蒸 気機

関を早 く採i用した。第三の木綿工業地帯はフォアアールベルグであった。1828

年に木綿紡錘数 は帝国で43万5千 で,う ち22万5千 がニーダー ・エステライヒ,

11万8千 がベーメンにあった。1841年 には帝国で100万,ニ ーダー ・エステラ

18)D,Long,PhillipdeGirardandtheIntroductionofMechanicalFlaxSpinningin

Austria.in:∫ournalofEcono〃zicHistory.N「Y.ユ959.
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イヒが38万8千,べ ・・一一・メンが35万5千 であった。1847年 には合計で134万6千

であった。オース トリアの紡績は荒糸に集中していて,織 布は手作業であった。

羊毛生産工業は1830年 代 と1840年 代に急速に発達 し,そ の中心はウィーン,

ブリュン(メ ーレンの首都),ラ イヘ ンベルグであった。

石炭はオース トリアでは高価だった。グロス氏の算出によれば石炭消費量は,

1831年 に15.2万 トン,1850年 に74万6千 トンであった。銑鉄生産は石炭のそれ

より少 くな く,1828年 に7万3千 トン,1850年 に15万4千 トンであった。1830

年に錬鉄法が,1844年 に蒸気槌が導入 された。

蒸気機i関は高価で,燃 料供給 もむずかしかった。1841年 に工業生産総額が8

億フロリンで,そ の四分の三が比較的大 きな工場,四 分の一が小企業あるいは

職人によった。ハ ンガリーはその入分の一だった。

紙産業の工業化 も同 じくぐず ぐず していた。ベーメン(ボ ヘ ミア)の 有名な

ガラス生産は,恐慌後1835年 か らフランス流の方法を利用 して恐慌を回避 した。

シュタイエルマルクとケルンテンは,鉄 工業の中心であった。ケル ンテンの

工業は前進した。錬鉄法や初めての鉄道軌道が入った。この分野で工場が設立

されて,小 営業経営がやめ させ られた。

1841年 統計によれば,オ ース トリア,ベ ーメン,ロ ンバルダイ=ヴ ェネチア

王国の大規模産業の総生産額のうち,繊 維産業が43.5%,冶 金 ・機械両産業が

合わせて11.1%で あった。

1830-32年,コ レラで人口が減 った。ニーダー ・エステルライヒだけで死亡

率が15%だ った。1830年 には,生 まれた子が1年 以内に2/3が 死んだ。19世

紀はじめから産辱熱が起き,ウ イーンでは10%の 母親が死んだ。

オース トリアは,宰 相メッテルニヒを戴 く,ヨ ーロッパ反動の牙城 となった。

メッテルニヒはしかし,ハ プスブルク帝国にあって有能な政治家であった。彼

は自由主義,つ まりフランス革命 に至るであろう急進主義を,撲 滅 しようとし

た。

ウィーン会議によって再びハプスブルクは,北 イタリアを占領 した。だか ら

イタリアで民族主義,オ ース トリァか らの民族解放の運動が起 きていた。イタ
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リア人民はオース トリア絶対主義 とその厳 しい圧迫の もとに苦 しんだ。秘密結

社 カルボナリ党(炭 焼き党)が できた。オース トリアの警察に捕まった人々は,

ブリュンに近いシュピールベルクの監獄に入れられた。これはオース トリアで

最 も恐ろしい有名な監獄 で,「 メッテルニヒの監獄」であった。例えば,カ ル

ボナリ党員シルヴィオ ・ペリコがここに入れ られた。1820年 にナポリでカルボ

ナリ党の反乱が起 き,立 憲制をかちえ,そ の後倒 された。だが後にカブール,

マツィー二,ガ リバルディが登場 し,三 月革命以後,イ タリアをオース トリア

から分離 しようという,イ レデ ンタ運動が実現 されて来る。

ウィー ン会議でハプスブルクはベルギーをオランダに与えた。その後1830年

に,ベ ルギーはオランダか ら独立 した。ポーランドも,ウ ィーン会議でロシア ・

プロイセン ・ハプスブルクに分割された。

フランツニ世の時代は,ナ ポ レオン戦争の時代であ り,皮 肉なことだが,そ

のため戦争景気が起きた。1830年 代から初期の産業革命が発生 した。

1821年,メ ッテルニヒは宰相になった。彼は抑圧 した。彼は主に外交を行な

った。フランツは凡庸であって,す べてをメッテルニヒと官僚 に任せた。1826

年,コ ロヴラー ト19)が,内 閣大臣に任命 され,国 内政策 ・財政 を任せ られ,

メッテルニヒと対立 し,か な り自由主義的であった。1831年 以来,コ ロヴラー

トが官僚として地位 をえ,官 僚が権限を持った。帝国は自由経済制度に反対 し,

重商主義的であった。ハ ンガリーは独 自の関税があった。オース トリアでは商

業 と市場の発達が遅れていた。18世 紀の終 りには,外 国の資本 と企業が入 り込

んでいた。企業設立の担い手は貴族から徐々に非貴族に移った。産業は後進的

で,手 工業が支配的で,エ ネルギー手段 を欠いた。工業化が支配層には危険に

見えた。オース トリアでは産業的発展は上か ら促進された。

「小営業者は,中 世的同業組合の狭い枠の中に閉 じこめ られていたが,こ れ

らの組合は,… …その強制的組合の構成員に,一 種の世襲的安定を与えていた。

最後 に,農 民および労働者は,単 なる課税物件 としてとり扱われていた。」20)

19)コ ロ ヴ ラ ー ト(FranzAntonGrafKolowrat,1778-1861).

20)エ ン ゲ ル ス 『革 命 と 反 革 命 』 岩 波 文 庫1961年,48ペ ー ジ 。
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[オース トリアは,ウ ィーン会議の]「 講和後には,た ちまちヨーロッパの大

金融市場 におけるその信用を回復 した。……ヨーロッパのすべての大金融業者

は,そ の資本のかなりの部分を,オ ース トリアの公債に投 じていた。」21)国 の

財政はいつ も赤字であった。政府はいつ もロー トシル ト(Rotschild)か ら借

りた。22)

ハ ンガリーは独自の関税があった。帝国には関税 とともに検閲があ り,こ れ

は1815年 から30年 間続いた。ヨーゼフニ世の政策を廃止 したのであった。オー

ス トリアはヨーロッパに,ヨ ーロッパはオース トリアに知 られなかった。

フランツ皇帝の時代は,初 めは対フランス,対 ナポレオ ン戦争の時期,後 は,

ウィー ン会議以降に区分 される。初めは,フ ランス革命への恐怖,そ してナポ

レオンへの恐怖,そ して,後 には,自 由主義 ・民主主義 ・民族主義への反対が,

根本になった。

この時代の政策は,重 商主義の後退した一変種である。保護関税政策をとり,

工業化 ・近代化 を恐れた。エネルギー,市 場,輸 送,民 間経済で,劣 っていた。

産業の中心は繊維業であった。輸入,資 源開発を行わなかった。近代工業は,

大海の中の島であった。基本は農業であって,荘 園が中心であった。帝国は,

旧秩序 を頑固に守ろうとした。機械製工場は,マ ニュファクチャーより少なか

ったが,そ のマニュファクチャーも少なかった。プロレタリアー トはいなかっ

た。労働者 とは,ほ とんど職人であった。フランッの時代は産業奨励政策をと

らず,ま た保護関税政策をしいた。輸入や資源開発 も行わず,農 民解放 も廃止

した。そのため,工 業化 ・近代化は立ち遅れた。

[メッテルニヒは,人 民の]「 これ らの階級については,た だ1つ の政策 し

か もっていなかった,す なわち,彼 らからできるだけ多 くのものを租税の形で

しぼりとると同時 に,彼 らをおとなしくさせておくこと,こ れである。商工第

3階 級は,オ ース トリアでは,遅 々たる発展を示 していたにす ぎなかった。 ド

ナウ河の貿易は比較的重要ではなかった。また,こ の国は,海 港 として トリエ

21)同,46ペ ー ジ 。

22)Zδ11ner.
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ス トをもっていただけであ り,し かもこの海港の貿易ははなはだ限られたもの

であった。製造業者についていえば,彼 らはかなり手厚い保護を受けてお り,

それは,多 くの場合,あ らゆる外国の競争を完全に排除する程度のものでさえ

あった。だがしか し,こ うした優i遇は,主 として彼 らの租税支払能力を増大す

るという見地か ら与えられたものであって,製 造業に対する国内的制限や,政

府の意図 と目的とを妨げない限 り慎重に擁護 されていた同業組合その他の封建

的組合の特権によって,著 しく減殺 されていた。」23)

1830年代からハプスブルク帝国では,初 期の産業革命が発生した。これは,フ

ランツ1世 にとっては,晩 年である。

「メッテルニヒ公の政府は,2つ の軸を中心 として運営されていた。……第1

には,オ ース トリアの支配下にある異種の民族の各々を,同 じような状態にある

他のすべての民族によって牽制することであり,第2に は……封建的地主および

大証券取引資本家 という2つ の階級にすがってその支持を求めること,」24)であ

った。「さらに加えて,[メ ッテルニヒは]絶 対主義のあらゆる目的のためにこれ

以上 うまく組織することができないような軍隊と官僚 とを持っていた。」25)「ふ

るい,既 成の,伝 統的権威が,国 家の権威と同じように維持されていた。」26)

帝国の経済政策は,ハ プスブルクの中心勢力を守ろうとしたものであった。そ

のため経済的停滞を招いた。こうしてその目的が矛盾におちいった。

ビーダーマイヤー文化

ウィーン会議で,ナ ポレオン時代が終わり,経 済発展により小市民によるビー

ダーマイヤー文化の時代が始まった。 ビーダーマイヤー文化27)が,ナ ポレオン

戦争の高景気以降の富裕 さから,発 生 した。1815年(=ウ ィーン会議)以 来,一

23)同,48ペ ー ジ。

24)同,45ペ ー ジ 。

25)同,47ペ ー ジ。

26)同,49ペ ー ジ。

27)こ の 項 は,『 事 典 家 族 』(弘 文 堂)の 拙 稿 を 利 用 す る 。
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部の,裕 福なブルジョアジーが生成した。彼 らの富をもとに,こ の文化が生まれ

た。小市民の生活様式が出来てきた。オース トリアではその代表的文学者に詩人 ・

小説家アーダルベル ト・シュティフター28)がいる。彼 らは,政 治には関心を示

さず,自 分の文化生活を大切 にする,小 市民である。この時代は,ヨ ーロッパ革

命(1848年3月)ま での間とされる。美術工芸,文 学を含む,30年 間の文化史の

時代である。特に1830年代 に典型的な,小 市民であり,ド イツやオース トリアの

それである。

ビーダーマイヤー家族は,国 民の中で少 し生活が豊かな層であ り,そ のため,

家庭内で美 しい家具 ・調度品などを整え,愛 好 し,服 装に意を用い,好 みの収

集 をし,独 得の文化を享受しようとした。家族や友人 ・仲間の親睦が大切だと

された。それができたのは,初 期産業革命のお陰である。ナポレオ ン戦争の影

響で,逆 に,ヨ ーロッパには産業が栄えたのだった。ドイツでは関税同盟(1834

年)が できた。鉄道も作 られ始めた。

その文化は,し か し,メ ッテルニヒ反動政治で政治的には萎縮せざるを得 な

かった。つまり1809年 か らのオース トリアの外相,後 に宰相のメッテルニヒが,

フランス革命=共 和制革命の再発を恐れ,共 和主義,自 由主義,民 族主義 を弾

圧 したので,人 々は,政 治的 ・社会的発言はできなかった。検閲も導入 された。

メッテルニヒが,ウ ィー ン会議か ら1848年 の三月革命 まで,反 動政治を行ない,

進歩的運動を弾圧 し,ド イッにもそれを要求 した。 こうして,検 閲,抑 圧,国

家の干渉の体制が続いた。 この間,ド イツ,オ ース トリアの小市民にとって,

政治に参加することは危険であった。間違 えば,メ ッテルニヒの恐怖の監獄

シュピールベルク監獄が待っていた。彼 らは,政 治 ・社会問題に首を突っ込 ま

なかった。こうして穏やかな文化の時代が続いた。29)

人々は,政 治的行動 をとらなかった。音楽ではベー トーヴェンの時代であっ

28)AdalbertStifter,1805-1968.主 要 作 品 に,『 石 さ ま ざ ま』,『水 晶 』,『晩 夏 』,『ヴ ィ

テ ィ コ ー』 な どが あ り,多 くが 邦 訳 さ れ て い る。

29)前 川 道 介 『愉 し い ビ ー ダ ー マ イ ア ー』 国 書 刊 行 会1993年 。

マ ッ ク ス ・フ ォ ン ・ベ ー ン 『ビ ー ダ ー マ イヤ ー 時 代 』 三 修 社1993年 。
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た 。劇 作 家 で は,ラ イ ム ン ト30),グ リル パ ル ツ ァー31),ネ ス トロ イ32)が で た 。

ラ イ ム ン トは,ウ ィー ン生 ま れ の 劇 作 家 ・俳 優 で あ る 。 彼 の若 い 時 代 は,ナ ポ

レ オ ン戦 争 の 時 代 で あ っ た。 活 躍 した の は,ウ ィ ー ン会 議 後 で あ る 。1817-30

年 に,レ オ ポ ル トシュ タ ッ ト劇 場 の 喜 劇 俳 優 と して演 ず るか た わ ら,劇 作 と演

出 につ とめ,ウ ィー ン通 俗 劇 の 向 上 に尽 くした 。 戯 曲 「百 万 長 者 の 百 姓 」1826

年,「 ア ル プ ス 王 と人 間 嫌 い 」1828年,「 浪 費 家 」33)が あ る 。 当 時 の オ ー ス ト

リ ア貴 族=大 地 主 は,勤 倹 ・貯 蓄 の 人 々 で は な く,こ の よ う な殿 様 の 姿 を,ラ

イ ム ン トは,『 浪 費 家 』 の 主 人 公 フ ロ ッ トヴ ェ ル と して,誇 張 し て描 い た 。

ビ ー ダー マ イ ヤ ー とい う言 葉 自体 は,19世 紀 中 ご ろ か ら使 わ れ 始 め た。 だ か

ら 当時 の 言 葉 で は な く,後 世 の 造 語 で あ る 。 ビ ー ダ ー は実 直 ・愚 直 の 意 味 で,

マ イ ヤ ー は ドイ ツ で あ りふ れ た 姓 で あ る 。2つ の語 を くっつ け た もの で あ る 。

ビー ダ ー マ イ ヤ ー とい う名 の小 学 校 の教 師 の 作 と して,雑 誌 『フ リー ゲ ンデ ・

ブ レ ッ ター 』 に,1850年 代 後 半 に,詩 が 載 った 。 これ が 発 祥 で あ る 。 作 者 は,

ドイ ツ の 医 者 ア ー ドル フ ・ク ス マ ウ ル で あ る。

こ の 時代 以 後 で も,こ うい う生 活 態 度 を と る人 々 は,ビ ー ダ ー マ イヤ ー 的 と

言 わ れ る こ と もあ る 。1848年 革 命 で,メ ッテ ル ニ ヒは ロ ン ドンに 亡 命 す る し,

そ れ 以 後 ドイ ツ や オ ー ス トリア で は本 格 的 な産 業 革 命 が 始 ま る こ と に な る 。

30)FerdinandRaimund,1790-1836.

31)FranzGrillparzer,1791-1872,翻 訳 で,『 海 の 波 恋 の 波 』 岩 波 文 庫,『 ウ ィ ー

ン の 辻 音 楽 師 』 岩 波 文 庫,『 ザ ッ フ オ』 岩 波 文 庫,『 ゼ ン ト ・ミー ル 僧 院』 第 三 書

房,『 ベ ー トホ ー ヴ ェ ン の 思 い 出 』 大 学 書 林,『 グ リル パ ル ッ ァー 自伝 』 名 古 屋 大

学 出 版 会,な ど が あ る 。

32)Nestroy,1801-1862,翻 訳 で は,『 ネ ス トロ イ 喜 劇 集 』 ウ ィ・一・一・ン民 衆 劇 研 究 会

編 訳,行 路 社1994年,『 ウ ィ ー ン の 茶 番 劇 』ネ ス トロ イ研 究 会 訳,同 学 社1996年,

が あ る 。

33)中 央 大 学 教 授 ・新 井 裕 氏 が 試 訳 を し た 。
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農 民 解 放

1848年 にヨーロッパで革命がお きた。ハプスブルク帝国でも,ミ ラノ,ウ ィー

ン,ブ タペス ト,そ の他でおきた。 この革命のさ中に農民解放が行われた。

農村住民は,1つ の望みだけを知っていた,つ まり土地負担の廃止 とグーッ

ヘル=農 民関係の解体であった。農民が革命に参加 したのは,ブ ルジョア知識

人の目標のためでな く,か れら自身の要望のためであった。

1848年3月18日 の令で,さ しあたりベーメン ・メー レン ・シュ レジエンに向

けて公布されたのは,賦 役仕事への約束は1年 以内に,遅 くとも1849年3月31

日に廃止せねばならないことだった。 このために有資格者に保障が与えられね

ばならなかった。有資格者の規定は立法過程に任 された。その間,指 定の時点

の前に,賦 役を廃止する内容が好意的に協定されることが,関 係者に任 される

はずであった。すなわちそれは,1846年12月18日 の宮廷布告に対 して,改 めて

指示されたもので,そ れを補完するために,つ ぎの2カ 月のうちに一連のさら

なる指令が発布された。負担償還 を土地譲渡の方法で軽減するというものであ

る。

導入された措置は,全 帝国でな くべーメン王国だけに行 われた。その後,シ

ュタイエルマルク,ケ ルンテン,ク ラインの,身 分代表議会の申し入れで この

3つ の州にも州立法によって,同 じことが着手された。

三月期以来,政 治でも州議会でも農民問題の最終解決は決まらなかった。

政府は3月 の諸事件に完全に驚いた。起 きたことに準備な しで,助 言なしで,

向かったし,こ れか ら何がお きるか,分 からなかった。臣民的な奉仕や他の農

民負担の廃止への要求がますます大 きくなり,そ れ らを維持 したり,一 層の存

続 も可能だとは,も う誰 も考えなかった。政府はついに,農 村住民の希望に譲

歩 し,賦 役廃止を導入することを決めた。34)

こうして賦役問題は,州 議会でも,憲 制議会で も,「政治的努力の軸点」を

34)KarlGrUnberg,Z)ieGrundentlastung.Wien1899,S,38.
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なした。1848年 革命で,ウ ィー ンでは,7月11日 に立憲議会が召集 された。こ

れは革命時の約束であったからである。そ して7月22日 に,同 議会が始 まる。

24日 または26日 に,急 進派議員ハ ンス ・クー トリヒ(HansKudlich,1823-

1917)35)が 法案 を提案 した。これは後述するが,極 めて重大な提案つま り農

民解放令である。8月8日 に議会で,こ のクー トリヒ案が討議された。8月31

日,国 会で隷従制廃止が決議された。これは保守派のラサー(Lasser)が 執筆

したものである。クー トリヒの革命的提案はここで少 し修正 された。9月6日,

同決議をフェルディナ ント皇帝が認め,7日 にこのラサー法が布告された。

1848年9月7日,帝 国議会は,農 民の人身的諸義務だけを無償で廃止する法

律を可決 した。賦役 と年貢は賠償金を払えば廃止されることになり,そ の額は

農民の年間支払い額の20倍 と定め られた。買い戻 し金の3分 の2は 農民が支払

い,3分 の1は 国家,す なわち広範な層の納税者が支払 うことになった。この

ような改革の成果は,農 民層のうち最も豊かな人々だけが地主に多額の金を支

払って諸義務から解放されるようになったことである。 この改革は,農 業への

資本主義的諸関係の一層の浸透に役立った ものの,オ ース トリアの土地問題を

最終的に解決するものではなかった。だが ヨーゼフニ世の理想がここに実現 し

たのだった。

農奴解放 については,か つて1772年 の年貢令(Robotpatent),1781年 の隷

従制(Leibuntertanigkeit)の 廃止,が 布告されたのだが,こ れはその後 なく

なっていた。 しか しオース トリアにおける古典荘園制は,1848年 の革命で廃止

されたのである。1848年 は,産 業革命 に原因を持 っているのではなかった。そ

れがなかったことが原因であった。(テ イラー 『ハプスブルク帝国』筑摩書房)

農民解放によって産業革命の本格化の条件がでてきた。本格的な産業革命は,

三月革命以後迎え られる。三月前期は,い わばオース トリア産業革命の端緒的

形態あるいは初期産業革命であった。

1848年 の社会 ・経済的領域での最 も深い変革は,農 民身分の土地解放であっ

35)FriedlichPrinz,HansKudlichundseineZeit.あ り 。
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た。これによって長い時代にわたったグルントヘルシャフ トが終わった。一方,

隷従状態の排除は,フ ランッ ・ヨーセブ時代の経済的進行過程に多様な影響 を

与え,1850年 代に行われた大改革の発端になった。例えば,鉄 ・コークスの生

産は36)飛躍的に発展 した。フランツ ・ヨーセフー世37)の時代に,ハ プスブル

ク帝国の産業革命は決定された。1848年 以降になってやっと,ハ プスブルク帝

国は,決 定的局面に入 り,経 済 ・社会構造が ドラクティックな転換 を起こす。

む す び

フランッ皇帝 とフェルディナント皇帝の時代 と経済政策は,一方で,マ リア ・

テレジアとヨーセブニ世の啓蒙主義的経済政策,お よび,他 方で1848年 革命 と

農民解放令,そ の2つ のあいだにある時期である。前時代と違って意図的な産

業奨励策をとらなかった。また後の時代のように,農 民解放,産 業革命の前提

条件がなかった。その時代の前半は,対 フランス,対 ナポ レオン戦争の時期,

および,後 半は,ウ ィーン会議以降に区分 される。初めは,フ ランス革命への

恐怖,そ してナポ レオンへの恐怖,そ して,後 には,自 由主義 ・民主主義 ・民

族主義への反対が,根 本 になった。この体制は,重 商主義の一変種 と見なされ

る。保護関税政策をとった。そして工業化 ・近代化を恐れた。エネルギー,市

場,輸 送,民 間経済で,劣 っていた。産業の中心は繊維業であった。輸入,資

源開発を行わなかった。近代工業は,大 海の申の島であった。基本は農業であ

って,荘 園が中心であった。旧秩序は頑固に守ろうとした。マニュファクチャー

が少なかった。この時代には,い わゆるプロレタリアー トはほ とんどいなかっ

た。労働者 とは,職 人であ り,せ いぜいマニュファクチャー労働者であった。

36)1850年 の 主 要 生 産 は

1828年1850年

鉄73,000ト ン154.000ト ン

コ ー ク ス184.000ト ン850.000ト ン

(WirtschaftOsterreichs,S.141.)

37)FranzJoseph1.(在 位1848-1916)
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ビーダーマイヤー文化が,ナ ポレオン戦争の高景気以降の富裕さか ら,発 生

した。その文化は,し か し,メ ッテルニヒ反動政治で政治的には萎縮せざるを

得なかった。そして検閲制度があった。

この時代の経済政策は,ハ プスブルクの中心勢力を守ろうとした。それが経

済的停滞を招いた。こうして目的が矛盾 におちいった。
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